
『
御
義
口
伝
』
の
真
偽
の
論
は
故
執
行
先
生
が
「
御
義
口
伝
の
研
究
」
を
立
正
大
学
論
推
（
二
・
七
）
に
発
表
さ
れ
て
以
来
、
花
々
し

く
展
開
さ
れ
た
が
、
『
御
講
聞
書
』
（
日
向
記
）
研
究
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
『
御
義
口
伝
』
研
究
に
附
随
し
て
行
な
わ
れ
た
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
著
者
は
室
住
先
生
の
懲
泌
に
よ
り
、
今
『
日
向
記
』
の
真
偽
を
考
証
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ま
ず
近
来
の
成
果
を
ま
と
め
て

か
つ
た
。

お
こ
う
。

「
御
義
口
伝
」
の
姉
妹
鯖
と
し
て
、
日
向
の
筆
録
と
称
す
る
「
御
講
聞
書
」
が
伝
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
た
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
で

こ
の
両
書
は
共
に
中
古
口
伝
法
門
の
亜
流
を
伝
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
観
心
釈
に
終
始
し
て
い
る
…
…
註
経
に
な
い
と
こ
ろ
の
修
禅
寺

決
・
玄
旨
伝
等
が
引
用
さ
れ
て
い
る
（
執
行
・
日
蓮
聖
人
の
註
法
華
経
に
つ
い
て
、
日
本
仏
教
二
）

、
、
、

思
想
的
内
容
の
面
か
ら
見
れ
ば
（
御
義
口
伝
よ
り
も
）
御
講
聞
脅
の
方
が
寧
ろ
素
朴
的
で
あ
る
（
執
行
・
日
蓮
教
学
上
に
お
け
る
御
義

思
想
的
内
容
の
面
か
ら
見
れ
ば

口
伝
の
位
置
、
印
仏
研
通
五
）

⑩

御
義
口
伝
を
注
経
御
講
述
の
筆
録
と
す
る
伝
承
が
拡
が
り
…
…
終
に
は
日
向
記
に
対
し
て
も
同
様
の
見
解
を
生
ず
る
に
至
っ
た
．
：
…
し

か
し
御
義
口
伝
や
日
向
記
の
引
用
す
る
疏
釈
と
、
注
経
の
撰
集
せ
る
疏
釈
と
の
出
入
異
同
を
考
え
れ
ば
、
旧
来
の
所
説
に
は
甚
だ
疑
惑

『
御
講
聞
書
』
考

浅
井
円
道
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を
懐
か
ざ
る
を
得
な
い
…
…
日
向
記
の
引
文
八
十
四
章
の
う
ち
注
経
に
も
存
す
る
も
の
は
二
十
二
章
に
過
ぎ
な
い
。
註
⑩
日
蓮
聖
人
伝

十
講
（
五
九
五
～
六
）
、
北
尾
日
大
会
本
註
経
例
言
（
山
中
喜
八
・
注
法
華
経
私
考
、
大
崎
一
○
九
）

筆
者
は
御
義
口
伝
や
日
向
記
が
法
華
本
経
の
御
講
述
の
聞
書
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
者
で
は
な
い
が
、
之
を
注
経
御
講
説
の
筆
録
と

す
る
こ
と
に
は
同
意
で
き
な
い
（
山
中
・
注
法
華
経
に
つ
い
て
、
日
蓮
聖
人
研
究
）

と
。
即
ち
一
に
『
日
向
記
』
は
法
華
本
経
の
御
識
の
聞
書
で
は
あ
り
得
て
も
、
『
註
経
』
の
御
識
の
筆
録
で
は
な
い
。
二
に
山
中
先
生
は

『
日
向
記
』
の
日
蓮
口
述
・
日
向
筆
記
の
真
偽
に
は
敢
て
立
入
ら
な
い
が
、
執
行
先
生
は
本
書
中
に
『
修
禅
寺
決
』
や
『
玄
旨
伝
』
が
見

え
る
こ
と
か
ら
、
本
書
を
中
古
口
伝
法
門
の
亜
流
と
断
言
す
る
。
三
に
『
御
義
口
伝
』
に
比
べ
れ
ば
本
書
の
観
心
釈
は
素
朴
で
あ
る
。
以

上
が
『
日
向
記
』
に
対
し
て
今
ま
で
に
開
拓
さ
れ
た
所
見
で
あ
る
。
な
お
最
近
の
研
究
で
は
室
住
先
生
の
「
御
講
聞
書
を
め
ぐ
っ
て
」

（
茂
田
井
先
生
古
稀
記
念
、
日
蓮
教
学
の
諸
問
題
収
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
題
の
通
り
『
日
向
記
』
の
外
辺
的
状
況
に
関
す
る
問
題
を
取

扱
い
、
内
容
上
の
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
が
、
『
日
向
記
』
の
御
講
は
『
教
行
証
御
書
』
を
三
位
房
に
遣
わ
さ
れ
た
三

日
前
に
始
め
ら
れ
た
と
し
て
、
『
教
行
証
御
書
』
に
注
目
す
べ
き
こ
と
を
説
く
点
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
大
き
な
問
題
を
提
示
さ
れ
た
よ

う
に
思
え
る
。

一
一

著
者
は
聖
人
滅
後
の
日
遮
門
下
の
教
学
に
関
す
る
知
識
が
不
充
分
で
あ
る
た
め
、
『
日
向
記
』
が
い
つ
誰
に
よ
っ
て
初
め
て
引
用
さ
れ

た
か
を
知
ら
ぬ
。
つ
ま
り
本
書
に
対
す
る
書
誌
学
的
考
証
は
省
略
す
る
と
し
て
、
忌
禅
な
く
私
見
を
加
え
れ
ば
、
本
書
の
板
本
の
奥
書

に
「
御
本
云
明
応
九
年
庚
申
四
月
十
三
日
」
と
あ
る
こ
と
に
徴
す
れ
ば
、
恐
ら
く
こ
の
頃
の
成
立
か
と
推
測
す
る
。
戸
田
市
新
曾
妙
顕
寺

に
現
存
す
る
本
書
の
古
写
本
は
、
第
一
回
の
宗
宝
調
査
の
剛
、
向
師
の
直
筆
で
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
か
ら
、
こ
れ
は
実
に
『
日
向
記
』
の
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原
本
で
あ
る
と
い
う
御
住
職
の
御
話
で
あ
る
が
、
本
学
の
茂
田
井
・
高
木
両
先
生
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
恐
ら
く
室
町
期
の
写
本
で

あ
ろ
う
と
い
う
。
明
応
九
年
（
西
紀
一
五
○
○
）
と
言
え
ば
恰
も
行
学
朝
師
の
入
滅
の
年
で
あ
り
、
叡
山
お
よ
び
関
東
天
台
の
口
伝
法
門

が
酒
々
と
本
宗
に
流
入
し
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
時
期
的
に
も
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

一
一
一

さ
て
著
者
が
本
書
は
日
蓮
口
述
・
日
向
筆
録
で
は
な
い
と
感
じ
た
所
以
を
以
下
逐
条
的
に
述
べ
れ
ば
、

一
、
遺
文
に
引
用
さ
れ
る
法
華
経
文
と
『
日
向
記
』
が
要
文
と
し
て
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
法
華
経
文
と
を
比
較
す
る
と
、
両
者
の
間
に
は
大

変
な
ズ
レ
が
あ
る
。
即
ち
『
日
向
記
』
に
お
け
る
方
便
品
の
「
今
我
喜
無
畏
事
」
、
警
喰
品
の
「
我
聞
是
法
音
疑
網
皆
已
除
事
」
「
以
本

願
故
説
三
乗
法
事
」
「
有
大
長
者
事
」
「
多
有
田
宅
事
」
「
等
一
大
車
事
」
「
其
車
高
広
事
」
「
是
朽
故
宅
属
子
一
人
事
」
「
諸
鬼
神
等

揚
声
大
叫
事
」
、
薬
草
嶮
品
の
「
皆
悉
到
於
事
」
．
切
智
地
四
字
」
「
根
茎
枝
葉
事
」
「
枯
槁
衆
生
事
」
、
化
城
嶮
品
の
「
大
通
稗
勝

仏
十
劫
坐
道
場
仏
法
不
現
前
不
得
成
仏
道
事
」
、
五
百
弟
子
品
の
「
貧
人
見
此
珠
其
心
大
歓
喜
事
」
、
人
記
品
の
「
如
甘
露
見
潅
事
」
、

随
喜
品
の
「
見
仏
聞
法
信
受
教
諭
事
」
、
普
門
品
の
「
爾
時
無
尽
意
事
」
「
観
音
妙
智
力
事
」
「
自
在
之
業
事
」
、
陀
羅
尼
品
の
「
六
万

八
千
人
事
」
の
二
十
一
句
は
現
存
す
る
遺
文
中
に
は
全
く
引
用
の
な
い
経
文
で
あ
る
。
『
日
向
記
』
九
十
ケ
条
中
の
最
後
の
三
十
一
ケ
条

は
法
華
要
文
に
関
す
る
御
講
で
は
な
い
か
ら
除
外
す
る
と
し
て
、
残
り
五
十
九
ケ
条
中
の
二
十
一
ケ
条
、
つ
ま
り
約
半
数
弱
が
現
存
遺
文

に
な
い
経
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
聖
人
の
御
講
と
し
て
は
不
自
然
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
今
は
『
日
向
記
』
の
巻
首
に
も
「
連

々
ノ
御
講
」
（
定
遺
二
五
四
四
）
と
あ
る
よ
う
に
、
経
文
の
一
宇
一
句
に
対
す
る
御
講
で
あ
り
、
し
か
も
御
講
の
う
ち
向
師
に
と
っ
て
目

新
し
い
一
少
部
分
の
み
を
筆
録
し
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
経
文
を
テ
ー
マ
に
据
え
る
に
至
っ
た
と
見
れ
ば
、
こ
う
い
う
経
文
の
選
定
の
仕

方
も
、
本
書
に
偽
書
の
汚
名
を
着
せ
る
ほ
ど
の
重
大
事
と
は
な
ら
な
い
と
も
再
考
で
き
る
。

（”）



二
、
次
に
法
華
経
の
御
講
で
は
な
い
部
分
、
す
な
わ
ち
最
後
の
三
十
一
ケ
条
の
う
ち
、
「
妙
楽
大
師
釈
末
法
之
初
冥
利
不
無
釈
事
」
で
湛

然
の
「
末
法
之
初
冥
利
不
無
」
の
文
を
引
い
て
迩
化
は
冥
利
益
、
本
化
は
顕
利
益
と
い
う
と
こ
ろ
は
『
教
行
証
御
書
』
（
定
遺
一
四
八
○
）

の
正
像
は
顕
益
、
末
法
は
冥
益
と
い
う
箇
所
の
逆
表
現
で
あ
り
、
次
の
「
爾
前
経
瓦
礫
國
事
」
で
法
華
経
巻
三
の
「
如
従
飢
國
来
忽
遇
大

王
鰭
」
、
巻
六
の
「
我
此
土
安
穏
」
「
我
浄
土
不
殴
」
の
文
を
引
い
て
爾
前
が
瓦
礫
國
で
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
す
る
箇
所
も
『
教
行
証
御

書
』
（
同
一
四
八
一
）
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
次
の
「
無
明
悪
酒
事
」
で
勧
持
品
の
「
悪
鬼
入
其
身
」
の
文
を
引
き
、
無
明
の

悪
酒
に
酔
っ
た
人
は
弘
法
・
慈
覚
・
智
証
等
で
あ
る
と
す
る
箇
所
も
『
教
行
証
御
書
』
（
同
一
四
八
四
）
に
相
当
し
、
次
の
「
日
蓮
已
証

事
」
で
こ
れ
を
寿
量
品
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
し
、
別
付
属
の
妙
法
五
字
を
閻
浮
衆
生
に
「
取
次
」
ぐ
人
は
上
行
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
文

脈
も
『
教
行
証
御
書
』
（
同
一
四
八
五
’
六
）
に
相
当
し
、
次
の
「
釈
尊
持
言
秘
法
事
」
と
は
何
の
こ
と
か
意
味
不
明
な
文
章
で
あ
る
が
、

恐
ら
く
『
教
行
証
御
書
』
（
同
一
四
八
六
）
の
龍
樹
の
「
余
経
非
秘
密
法
華
是
秘
密
」
の
文
に
対
す
る
解
釈
の
つ
も
り
で
は
あ
る
ま
い
か
。

次
の
「
日
蓮
門
家
大
事
事
」
で
天
台
の
前
三
後
三
の
釈
を
日
蓮
門
家
の
大
事
と
す
る
の
も
『
教
行
証
御
書
』
（
同
一
四
八
六
）
に
当
り
、

次
の
「
日
蓮
弟
子
臆
病
不
可
叶
事
」
で
問
答
対
論
の
時
は
爾
前
迩
門
の
釈
尊
を
す
ら
用
い
な
い
が
、
そ
れ
は
臆
病
で
は
叶
わ
ぬ
と
す
る
と

こ
ろ
と
類
似
の
字
句
が
矢
張
『
教
行
証
御
書
』
（
同
一
四
八
七
）
に
あ
る
。
ま
た
次
に
「
妙
法
蓮
華
経
五
字
眼
云
事
」
は
『
諌
暁
八
幡
妙
』

（
同
一
八
四
○
）
に
、
「
法
華
経
行
者
水
火
行
者
事
」
は
『
上
野
殿
御
返
事
』
（
同
一
四
五
一
）
に
、
「
無
異
念
霊
山
浄
土
可
参
事
」
は

『
曾
谷
入
道
殿
御
返
事
』
（
同
九
一
三
）
に
、
「
不
可
失
本
心
事
」
は
『
兄
弟
紗
』
（
同
九
二
二
）
に
、
「
天
台
大
師
魔
王
障
碍
事
」
も

同
紗
（
同
九
二
八
）
に
、
「
法
華
経
極
理
事
」
も
同
紗
（
同
九
三
一
）
に
、
「
妙
法
蓮
華
経
五
字
蔵
事
」
も
同
抄
（
同
九
三
一
）
に
、

「
末
代
譲
状
事
」
は
『
総
勘
文
紗
』
（
同
一
六
九
八
）
に
取
材
し
た
模
様
で
あ
る
。
説
明
は
省
略
す
る
が
、
往
い
て
見
ら
れ
た
い
。

今
見
た
よ
う
に
、
最
後
の
三
十
一
条
中
七
条
が
引
続
い
て
『
教
行
証
御
書
』
に
関
す
る
御
講
か
と
見
え
る
こ
と
は
、
『
日
向
記
』
の
御
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識
が
弘
安
元
年
三
月
十
九
日
よ
り
の
連
々
御
識
で
あ
る
と
日
付
け
さ
れ
た
こ
と
の
由
来
を
偲
ば
せ
る
も
の
が
あ
る
。

の
晶
夕

例
え
ば
「
我
等
衆
生
成
仏
打
カ
タ
メ
ッ
ル
成
仏
云
証
文
事
」
「
爾
前
法
華
能
ク
ラ
ベ
事
」
の
よ
う
に
、
現
存
遺
文
の
ど
こ
か
ら
取
材
し

た
か
不
明
の
も
の
も
あ
る
が
、
惣
じ
て
般
後
の
三
十
一
ケ
条
は
遺
文
に
関
す
る
講
述
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
勿
論
、
聖
人
存
生
中
か
ら
遺

文
は
弟
子
檀
那
間
で
転
写
・
転
読
さ
れ
る
風
が
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
ら
の
遺
文
を
写
得
し
た
諸
弟
子
の
問
に
対
し
て
、
そ
れ
は
こ
う
い
う

意
味
で
書
い
た
ん
だ
よ
と
、
聖
人
が
御
自
身
の
述
作
に
つ
い
て
解
説
を
施
さ
れ
た
と
し
て
も
不
可
は
な
い
が
、
身
延
の
庵
室
で
御
遺
文
講

義
が
な
さ
れ
た
、
連
々
御
講
が
な
さ
れ
た
と
は
筆
者
未
聞
で
あ
り
、
多
少
の
疑
惑
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
、
同
じ
く
向
師
の
著
作
に
『
金
綱
集
』
十
巻
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
『
日
向
記
』
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
宗
学
全
書
所
収
の
『
金
綱
集
』

に
よ
れ
ば
第
九
巻
ま
で
は
諸
宗
の
見
聞
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
第
十
巻
上
下
で
正
し
く
「
法
華
経
之
事
」
を
説
く
か
ら
、
こ
の
部
分
と

本
書
と
を
比
較
す
る
と
、
『
金
綱
集
』
所
収
の
要
文
は
ほ
と
ん
ど
遺
文
を
通
し
て
日
常
我
々
が
眼
に
す
る
要
文
で
点
綴
さ
れ
て
お
り
、
『
日

向
記
』
中
の
見
解
に
相
当
す
る
よ
う
な
文
脈
は
微
塵
も
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
『
日
向
記
』
に
も
弘
法
・
慈
覚
・
智
証
、
善
導
・
法
然
、

達
磨
・
道
隆
、
良
観
の
人
名
を
挙
げ
、
大
日
経
・
観
経
・
十
住
心
論
・
選
択
集
の
書
名
を
挙
げ
て
、
或
は
「
悪
友
」
或
は
「
悪
鬼
入
其
身
」

の
者
と
批
判
す
る
が
、
そ
の
理
由
・
典
拠
を
ほ
と
ん
ど
出
さ
な
い
の
に
対
し
て
、
『
金
綱
集
』
の
諸
宗
批
判
に
は
詳
細
に
理
由
・
典
拠
が

列
挙
し
て
あ
る
か
ら
、
同
日
の
論
で
は
な
い
。
詳
細
は
省
く
が
、
か
く
て
両
書
の
間
に
は
ほ
と
ん
ど
関
連
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
・

四
、
次
に
『
日
向
記
』
の
教
風
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
既
に
執
行
先
生
も
「
中
古
口
伝
法
門
の
亜
流
を
伝
え
た
も
の
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
に

確
か
に
本
覚
思
想
・
観
心
主
錐
が
や
や
濃
厚
で
あ
る
。
主
と
し
て
『
法
華
文
句
』
に
よ
っ
て
経
文
を
解
釈
す
る
と
こ
ろ
は
『
御
義
口
伝
』

よ
り
も
「
素
朴
」
で
は
あ
る
が
、
種
々
の
箇
所
に
聖
人
の
口
述
ら
し
か
ら
ぬ
風
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈹
中
古
天
台
関
係
の
文
書
の
引
用
が
多
い
。
殊
に
『
修
禅
寺
決
』
か
ら
の
引
用
が
眼
を
引
き
、
開
巻
壁
頭
の
「
妙
法
蓮
華
経
序
品
第
一

（23）



事
」
で
「
玄
旨
伝
云
…
…
法
具
一
心
三
観
也
云
云
」
（
定
遺
二
五
四
四
）
の
文
は
執
行
先
生
も
山
中
先
生
も
『
玄
旨
伝
』
つ
ま
り
檀
那
流

の
相
伝
書
か
ら
の
引
文
と
し
て
認
知
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
『
修
禅
寺
決
』
（
岩
波
日
本
思
想
大
系
「
天
台
本
覚
論
」
所
収
本
四
七
）

の
文
で
あ
り
、
「
玄
旨
伝
」
と
は
「
玄
師
伝
」
つ
ま
り
玄
朗
所
伝
の
誤
記
で
あ
る
。
そ
の
他
「
方
便
品
事
」
の
「
釈
名
名
玄
義
也
…
…
旨

帰
也
」
（
同
二
五
五
二
’
三
）
、
「
大
聖
塔
中
傷
相
伝
云
…
…
一
言
云
也
」
（
同
二
五
五
三
）
、
「
十
如
是
事
」
の
「
和
尚
授
云
…
…
果

上
化
用
云
也
云
云
」
（
同
二
五
五
五
）
も
『
修
禅
寺
決
』
の
文
と
同
文
（
次
で
の
よ
う
に
岩
波
本
六
八
、
七
○
、
五
四
’
五
に
当
る
）
で

あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
「
与
大
比
丘
衆
事
」
の
中
で
『
文
句
』
『
記
』
の
大
の
字
の
釈
を
引
い
て
、
「
此
ノ
本
末
ノ
意
〈
心
境
義
ノ
ー
念
三

千
ヲ
釈
ス
ル
也
…
…
心
境
義
ノ
ー
念
三
千
ト
ハ
此
ノ
与
大
比
丘
衆
ノ
大
ノ
字
ヨ
リ
釈
シ
出
セ
リ
」
（
同
二
五
五
○
ｌ
ご
と
い
う
と
き
の

心
境
義
の
一
念
三
千
も
『
修
禅
寺
決
』
に
一
心
三
観
・
心
境
義
・
止
観
大
旨
・
法
華
深
義
の
四
簡
を
伝
法
す
る
中
の
心
境
義
を
予
想
し
て

い
る
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。
『
修
禅
寺
決
』
は
こ
こ
で
一
念
三
千
に
関
す
る
相
伝
の
み
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
『
日
向

記
』
は
都
合
五
ヶ
所
に
わ
た
っ
て
、
『
修
禅
寺
決
』
の
名
は
出
さ
な
い
が
、
『
修
禅
寺
決
』
の
文
を
引
い
て
い
る
わ
け
で
、
昭
和
定
本
の

建
前
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
聖
人
の
御
講
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
「
如
是
我
聞
事
」
の
中
に
「
相
伝
ノ
点
一
天
如
く
是
ナ
リ
キ
ト
我
レ
聞
ク
ト
云
ヘ
リ
」
（
同
二
五
四
八
）
と
い
う
と
き
の
相
伝
と

は
、
恐
ら
く
叡
山
等
の
口
伝
法
門
に
お
け
る
相
伝
で
は
あ
る
ま
い
か
。
尊
舜
（
一
四
五
一
～
一
五
一
四
）
の
『
文
句
略
大
綱
私
見
聞
』
を

見
る
と
「
於
二
如
是
我
聞
一
五
時
文
点
事
」
の
中
で
如
是
我
聞
の
文
点
の
打
ち
方
に
華
厳
・
阿
含
・
方
等
・
般
若
・
法
華
の
五
種
類
が
あ
る

こ
と
を
説
い
た
の
ち
、
「
又
三
種
法
華
ノ
点
之
有
り
、
先
ヅ
陰
密
法
華
ノ
時
ハ
…
…
サ
テ
顕
説
法
華
ノ
点
〈
如
ノ
是
ナ
ル
事
ヲ
我
レ
聞
ク

ト
読
ム
也
」
（
仏
全
二
一
’
三
）
と
い
う
読
象
方
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
書
の
読
み
方
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
「
以
本
願

故
説
三
乗
法
事
」
の
中
で
は
「
此
事
〈
身
子
ガ
六
住
退
ト
テ
大
ナ
ル
沙
汰
也
。
重
々
ノ
義
勢
之
有
り
。
鞭
ク
心
得
難
キ
事
也
」
（
同
二
五
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何
中
古
天
台
に
来
て
特
に
甚
だ
し
く
な
っ
た
無
意
味
な
配
当
釈
が
し
ば
し
ば
本
書
に
は
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
妙
法
蓮
華
経
五
字

蔵
事
」
の
中
で
は
「
妙
華
厳
法
阿
含
蓮
方
等
華
殻
若
経
理
桑
。
又
云
ク
妙
浬
築
法
般
若
蓮
方
等
華
阿
含
経
華
厳
巳
上
」
（
同
二
五
九
二
）
と
て
妙
法
五
字

に
五
味
を
配
当
し
、
「
本
有
止
観
云
事
」
の
中
で
は
「
久
遠
実
成
道
仏
ト
大
通
智
勝
仏
卜
釈
尊
ト
ノ
三
仏
ヲ
次
デ
ノ
如
ク
仏
法
僧
ノ
三
宝

卜
習
う
也
」
（
同
二
五
九
四
）
と
て
三
仏
と
三
宝
と
を
配
釈
し
、
「
四
弘
誓
願
応
報
如
理
云
事
」
の
中
で
は
「
衆
生
無
辺
誓
願
度
〈
応
身

也
。
煩
悩
無
辺
誓
願
断
〈
報
身
也
。
法
門
無
尽
誓
願
智
〈
智
法
身
也
。
無
上
菩
提
誓
願
証
ハ
理
法
身
也
」
（
同
二
五
九
五
）
、
「
本
来
四

弘
事
」
の
中
で
は
「
無
作
応
身
ヲ
以
テ
衆
生
無
辺
誓
願
度
卜
云
也
。
無
作
報
身
ニ
ハ
卸
徳
断
徳
ノ
ー
徳
ヲ
術
へ
タ
リ
ｏ
煩
悩
無
辺
醤
願
断

ヲ
以
テ
本
有
ノ
断
徳
ト
ハ
定
タ
リ
、
法
門
無
尽
誓
願
智
ヲ
以
テ
本
有
ノ
智
徳
ト
ス
。
無
上
菩
提
誓
願
証
ヲ
以
テ
無
作
ノ
法
身
卜
云
也
」

（
同
二
五
九
五
）
と
て
三
身
を
四
弘
に
配
当
し
て
い
る
。
五
味
を
妙
法
五
字
に
配
当
す
る
こ
と
は
天
台
教
学
の
本
来
か
ら
見
て
も
無
意
味

で
あ
り
、
ま
た
遺
文
中
に
は
妙
法
五
字
は
一
切
経
の
肝
心
で
あ
る
と
は
い
う
が
、
五
字
即
五
味
と
い
う
解
釈
は
曾
て
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

殊
に
妙
が
華
厳
で
あ
っ
た
り
浬
藥
で
あ
っ
た
り
、
法
が
阿
含
で
あ
っ
た
り
般
若
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
正
し
く
無
文
無
義
の
解
釈
で
あ

る
と
云
え
よ
う
。
ま
た
聖
人
が
三
仏
と
云
わ
れ
る
と
き
は
常
に
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
分
身
諸
仏
の
謂
で
あ
っ
て
、
久
遠
仏
・
大
通
仏
・
釈

迦
仏
を
意
味
し
た
こ
と
は
曾
て
な
い
。
ま
た
法
身
を
智
法
身
と
理
法
身
と
に
分
け
る
こ
と
は
円
仁
に
既
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
遺

存
遺
文
に
は
全
く
見
え
な
い
。

五
七
）
と
い
う
と
き
の
大
な
る
沙
汰
と
い
う
の
も
中
古
天
台
で
の
沙
汰
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
宗
要
妙
』
巻
四
本
（
天
全
二

二
四
’
七
）
等
を
見
ら
れ
よ
。
口
伝
の
こ
と
は
「
入
末
法
四
弘
誓
願
事
」
の
中
に
「
仰
二
云
ク
、
四
弘
誓
願
ヲ
。
〈
一
文
ニ
ロ
伝
セ
リ
。
其

ノ
ー
文
ト
ハ
所
謂
神
力
品
二
云
ク
於
我
滅
度
後
応
受
持
斯
経
是
人
於
仏
道
決
定
無
有
疑
卜
云
云
」
（
同
二
五
九
四
）
と
あ
る
。
四
弘
誓
願

を
菩
薩
の
総
願
と
し
て
聖
人
が
重
視
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
四
弘
誓
願
を
此
の
経
文
に
よ
っ
て
口
伝
さ
れ
た
事
実
は
現
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文
中
に
は
見
え
な
い
よ
う
に
思
う
が
如
何
。

例
真
如
不
変
・
随
縁
論
は
伝
教
大
師
が
徳
一
と
仏
性
を
論
じ
た
と
き
の
根
本
理
念
で
あ
っ
た
が
、
真
如
随
縁
論
は
元
来
は
華
厳
宗
の
教

理
で
あ
る
と
い
う
安
然
あ
る
い
は
四
明
知
礼
の
指
摘
に
従
わ
れ
て
か
、
聖
人
は
こ
れ
を
用
い
ず
、
専
ら
一
念
三
千
論
を
法
華
経
の
根
本
真

理
と
し
て
採
用
し
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
聖
人
の
御
親
作
に
は
こ
の
種
の
論
は
ほ
と
ん
ど
見
え
ず
、

昭
和
定
本
で
云
え
ば
、
続
篇
遺
文
に
の
み
こ
の
論
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
日
向
記
』
に
は
二
ヶ
所
ほ
ど
に
こ
の
論
が
あ
る
。
即
ち
一
は

「
見
仏
聞
法
信
受
教
諭
事
」
の
中
に
「
コ
ノ
見
仏
ハ
無
作
三
身
也
。
聞
法
〈
万
法
己
己
ノ
音
声
也
。
信
受
教
誰
〈
本
有
随
縁
真
如
ノ
振
舞

也
」
（
同
二
五
八
○
）
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
二
は
「
観
音
妙
智
力
事
」
の
中
に
「
妙
ト
ハ
不
思
議
也
。
智
ト
ハ
随
縁
真
如
ノ
智
力

也
。
森
羅
三
千
ノ
自
受
用
智
也
」
（
同
二
五
八
一
）
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
か
く
て
こ
こ
に
も
亦
本
書
を
聖
人
の
講
述
と
す
る
に
は

困
難
な
材
料
の
一
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

目
次
に
本
謁
の
本
覚
思
想
を
見
て
み
よ
う
。
詳
細
な
引
文
・
論
証
は
省
略
す
る
が
、
誰
も
が
読
ん
で
直
ち
に
感
じ
る
本
書
の
特
徴
は
、

煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即
浬
藥
と
方
便
品
の
諸
法
実
相
と
色
心
二
法
と
を
土
台
と
し
て
本
書
は
御
講
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即
浬
藥
は
天
台
大
師
が
『
法
華
玄
義
』
で
境
妙
を
述
べ
る
と
き
、
円
教
に
は
無
作
四
諦
を
あ
て
、
そ
れ
は
煩
悩
即
菩

提
・
生
死
即
浬
梁
の
謂
で
あ
る
と
し
た
か
ら
、
こ
れ
を
以
て
御
講
の
柱
の
一
と
し
た
こ
と
に
は
何
等
の
抵
抗
も
な
い
が
、
「
所
詮
法
華
経

ノ
意
ハ
煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即
浬
梁
・
生
仏
不
二
・
迷
悟
一
体
ナ
リ
」
（
同
二
五
四
八
）
、
仏
所
成
就
第
一
希
有
の
「
成
就
ト
ハ
我
等
衆

生
ノ
煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即
浬
梁
ノ
事
也
」
（
同
二
五
五
四
）
、
「
法
華
経
ノ
意
ハ
煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即
浬
盤
卜
云
ヘ
リ
。
（
直
至
道

場
ノ
）
直
ト
即
ト
ハ
同
ジ
事
也
」
（
同
二
五
六
三
）
、
「
所
詮
煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即
浬
藥
卜
体
達
ス
ル
、
其
心
大
歓
喜
也
」
（
同
二
五

七
五
）
、
「
（
妙
荘
厳
王
ノ
）
荘
厳
ト
ハ
別
シ
テ
カ
ザ
リ
立
テ
タ
ル
｜
天
非
ズ
。
当
位
即
妙
ノ
荘
厳
也
。
煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即
浬
桑
是
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也
」
（
同
二
五
八
三
）
等
の
文
を
見
る
と
、
こ
れ
は
煩
悩
即
菩
提
の
円
理
の
聞
恵
解
了
の
勧
め
で
あ
っ
て
、
天
台
の
思
修
の
止
観
の
勧
め

と
は
異
な
り
、
中
古
天
台
ば
り
の
煩
悩
即
菩
提
で
あ
る
。
諸
法
実
相
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
故
、
今
は
省
略
す
る
。
色
心
二
法
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
の
た
め
に
色
心
二
法
を
強
調
す
る
の
か
意
味
不
明
で
あ
り
、
今
は
立
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

さ
て
肝
心
の
本
覚
思
想
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
仏
陀
論
と
凡
夫
論
と
に
分
け
て
、
少
々
眺
め
て
み
よ
う
。
ま
ず
仏
陀
論
と
し
て
は
、
無
作

三
身
の
語
が
「
警
如
良
医
智
慧
聡
達
事
」
の
中
に
「
聡
達
卜
ハ
本
有
無
作
三
身
也
卜
云
事
也
」
（
同
二
五
七
九
）
、
「
見
仏
聞
法
信
受
教

海
事
」
の
中
に
「
所
詮
寿
量
開
顕
ノ
眼
顕
レ
テ
ハ
此
ノ
見
仏
ハ
無
作
三
身
也
。
聞
法
〈
万
法
己
己
ノ
音
声
也
。
信
受
教
誇
〈
本
有
随
縁
真

如
ノ
振
舞
也
」
（
同
二
五
八
○
）
、
「
本
来
四
弘
事
」
の
中
に
「
所
詮
法
界
二
理
智
慈
悲
ノ
三
ヲ
具
足
セ
リ
。
応
報
法
ノ
三
身
ハ
諸
法
ノ

自
体
也
。
無
作
応
身
ハ
．
．
…
・
」
（
同
二
五
九
五
）
と
て
無
作
三
身
観
に
よ
っ
て
法
界
の
万
法
の
自
体
を
絶
対
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ま
た
「
方
便
品
事
」
に
本
末
究
寛
等
を
釈
し
て
「
本
ト
ハ
凡
夫
ナ
リ
、
末
ト
ハ
仏
也
。
究
寛
ト
ハ
生
仏
一
如
也
」
（
同
二
五
五
三
）
と
て

凡
夫
実
仏
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
同
様
の
意
見
は
「
無
作
応
身
我
等
凡
夫
也
云
事
」
の
中
に
「
釈
二
云
ク
凡
夫
モ
亦
三
身
ノ
本
ヲ
得
タ

リ
ト
云
云
。
此
ノ
本
ノ
字
ハ
応
身
ノ
事
也
。
サ
レ
バ
本
地
無
作
本
覚
ノ
体
〈
無
作
ノ
応
身
ヲ
以
テ
本
卜
セ
リ
。
価
テ
我
等
凡
夫
也
」
（
同

二
五
八
五
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
見
え
る
。
こ
れ
は
『
諸
法
実
相
紗
』
に
「
凡
夫
は
体
の
三
身
に
し
て
本
仏
ぞ
か
し
。
仏
は
用
の
三
身
に

し
て
通
仏
也
」
（
同
七
二
四
）
と
い
わ
れ
る
場
合
と
同
格
で
あ
り
、
遺
文
と
し
て
は
破
格
で
あ
る
。
そ
の
他
、
「
仏
所
成
就
第
一
希
有
難

解
之
法
唯
仏
与
仏
事
」
で
「
此
ノ
仏
卜
申
ス
ハ
諸
法
実
相
ナ
レ
・
ハ
十
界
ノ
衆
生
ヲ
仏
卜
〈
云
也
」
（
同
二
五
五
四
）
、
「
自
証
無
上
道
大
乗

ほ
し
い

平
等
法
事
」
で
「
自
証
卜
云
〈
十
界
ヲ
諸
法
実
相
ノ
ー
仏
ゾ
ト
説
カ
レ
タ
リ
…
自
〈
十
界
ヲ
指
タ
リ
、
志
マ
言
一
証
ス
ト
云
事
也
」
（
同

二
五
五
五
）
、
「
其
車
高
広
事
」
で
「
所
詮
此
ノ
如
来
ト
ハ
一
切
衆
生
ノ
事
也
。
既
二
諸
法
実
相
ノ
仏
ナ
ル
ガ
故
也
」
（
同
二
五
六
一
）
、

「
大
通
智
勝
仏
十
劫
坐
道
場
仏
法
不
現
前
不
得
成
仏
道
事
」
で
「
十
界
ノ
衆
生
悉
ク
諸
法
実
相
ノ
仏
ナ
レ
・
ハ
ー
仏
モ
現
ズ
ベ
キ
ニ
非
ズ
。

（27）



迷
ノ
衆
生
モ
無
レ
バ
、
説
ク
ベ
キ
法
モ
無
シ
」
（
同
二
五
七
三
）
、
と
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
さ
き
に
凡
夫
を
本
仏
と
し
た
と
き
の
仏

と
は
諸
法
実
相
の
仏
、
つ
ま
り
理
法
身
の
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
聖
人
の
「
五
百
座
点
乃
至
」
あ
る
い
は
「
本
因
本
果
」
と
い
わ

れ
る
と
き
の
報
身
正
意
論
か
ら
見
れ
ば
少
く
と
も
傍
系
思
想
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
立
っ
て
「
有
大
長
者
事
」
で
は
「
我
等
衆
生
ノ
振
舞

ノ
当
体
、
仏
ノ
フ
ル
マ
イ
也
」
（
同
二
五
五
九
）
、
「
警
如
良
医
智
恵
聡
達
事
」
で
は
「
寿
量
品
ノ
意
〈
十
界
本
有
ト
談
ゼ
リ
。
然
レ
バ
此

ノ
薬
師
ト
ハ
一
切
衆
生
ノ
事
也
。
智
恵
ト
ハ
万
法
己
己
ノ
自
受
用
報
身
ノ
振
舞
也
。
聡
達
ト
ハ
自
在
自
在
二
振
舞
フ
ヲ
聡
達
ト
ハ
云
也
」

（
同
二
五
七
九
）
と
一
切
衆
生
の
日
常
の
迷
妄
の
振
舞
を
仏
の
振
舞
と
し
て
絶
対
肯
定
す
る
。
ま
た
「
無
上
宝
聚
不
求
自
得
事
」
で
「
自

得
卜
云
ハ
自
ハ
十
界
ノ
事
也
。
此
ハ
自
我
得
仏
来
ノ
自
卜
同
ジ
事
也
」
（
同
二
五
六
六
）
と
い
う
に
至
っ
て
は
中
古
天
台
の
十
界
の
大
我

論
と
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
。

次
に
凡
夫
本
覚
論
と
し
て
は
「
皆
悉
到
於
一
切
智
地
事
」
に
「
所
詮
法
界
実
相
ノ
妙
体
〈
照
而
常
寂
ノ
ー
理
一
一
シ
テ
十
界
三
千
一
法
性

一
一
非
ズ
ト
云
事
無
シ
・
是
ヲ
一
ト
説
ク
也
・
サ
テ
三
千
諸
法
己
己
本
分
ナ
レ
パ
切
ノ
義
也
」
（
同
二
五
六
八
）
、
「
根
茎
枝
葉
事
」
に
「
所

詮
法
界
悉
ク
生
住
異
滅
ス
ル
ハ
信
、
己
己
本
分
〈
戒
、
三
世
不
改
ナ
ル
ハ
定
也
。
各
各
ノ
徳
義
ヲ
顕
シ
タ
ル
ハ
慧
也
。
．
：
…
是
即
チ
真
如

実
相
ノ
振
舞
也
」
（
同
二
五
六
九
）
、
「
大
通
智
勝
仏
十
劫
坐
道
場
事
」
に
「
万
法
己
己
ノ
当
位
当
位
ノ
朧
ナ
ル
ヲ
本
法
ノ
体
ト
云
也
」

（
同
二
五
七
三
）
、
「
如
甘
露
見
潅
事
」
に
「
十
界
己
己
ノ
当
位
当
位
ノ
振
舞
常
住
本
有
ナ
ル
ヲ
甘
露
ト
モ
妙
法
ト
モ
不
思
議
ト
モ
本
法

ト
モ
止
観
ト
モ
云
ヘ
リ
」
（
同
二
五
七
五
）
、
「
授
職
法
体
事
」
に
「
十
界
己
己
ノ
当
体
本
有
妙
法
蓮
華
経
也
卜
授
職
シ
タ
ル
秘
文
也
」

（
同
二
五
九
四
）
等
と
万
法
や
諸
法
・
十
界
の
己
己
本
分
・
己
己
当
位
・
己
己
当
体
を
真
如
・
妙
法
・
止
観
と
し
て
価
値
付
け
る
文
が
眼

に
立
つ
が
、
そ
も
そ
も
己
己
本
分
と
か
己
己
当
位
と
い
う
類
の
語
句
は
中
古
天
台
に
お
い
て
多
く
使
わ
れ
た
用
語
で
あ
っ
て
、
遺
文
に
は

ほ
と
ん
ど
例
を
見
な
い
。
若
年
の
向
師
が
い
か
に
志
意
的
に
御
講
を
筆
録
し
た
と
し
て
も
、
聖
人
の
御
口
か
ら
出
た
言
葉
を
中
古
天
台
的
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表
現
に
改
め
て
記
録
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

四

本
書
を
聖
人
御
講
と
す
る
に
は
お
か
し
い
点
は
ま
だ
ま
だ
書
き
立
て
れ
ば
幾
つ
も
あ
る
が
、
こ
の
辺
に
て
打
切
り
、
最
後
に
本
書
の
作

者
に
つ
い
て
一
言
す
る
と
、
結
論
を
言
え
ば
、
『
御
義
口
伝
』
は
日
興
門
流
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
明
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は

本
迩
勝
劣
派
の
先
師
の
作
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
日
向
記
』
は
本
迩
一
致
派
の
誰
か
の
作
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
迩
相
対
に
つ
い
て
は
本

書
に
は
わ
ず
か
に
次
の
二
例
を
見
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
「
願
仏
為
未
来
演
説
令
開
解
事
」
に
「
迩
門
意
〈
諸
法
ヲ
実
相
ノ

ー
理
ト
会
シ
タ
リ
。
サ
テ
ハ
諸
法
ヲ
実
相
卜
開
キ
テ
見
レ
・
ハ
、
十
界
悉
ク
妙
法
実
相
ノ
ー
理
也
卜
開
ク
ヲ
開
仏
知
見
ト
説
ケ
リ
。
サ
テ
本

門
ノ
意
ハ
十
界
本
有
ト
開
テ
始
覚
ノ
キ
ズ
ナ
ヲ
解
キ
タ
リ
。
此
ノ
重
ヲ
開
解
卜
申
サ
レ
タ
リ
」
（
同
二
五
七
九
）
と
あ
る
の
と
、
「
日
蓮

弟
子
臆
病
不
可
叶
事
」
に
「
問
答
対
論
ノ
時
ハ
爾
前
迩
門
ノ
釈
尊
ヲ
モ
用
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
也
」
（
同
二
五
八
七
）
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ

る
。
そ
の
他
本
化
迩
化
の
分
別
は
諸
処
に
見
え
る
が
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
大
筋
は
諸
法
実
相
を
柱
の
一
と
し
て
教
学
を
展
開
し
、

仏
を
論
ず
る
に
も
諸
法
実
相
の
仏
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
た
。
故
に
明
か
に
こ
れ
は
一
致
派
の
学
匠
の
作
で
あ
り
、
而
も
恐
ら
く
一
五

○
○
年
頃
の
成
立
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
付
言
す
れ
ば
、
一
切
衆
生
を
認
容
す
る
に
し
て
も
、
本
書
は
宗
門
人
の
作
品
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
受
持
を
大

前
提
と
し
て
は
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
更
ら
に
そ
の
前
提
に
な
る
も
の
が
中
古
天
台
本
覚
思
想
特
有
の
現
実
の
絶
対
肯
定
の
思
想
で

あ
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
は
凡
夫
本
仏
、
釈
迦
虚
仏
の
思
想
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
『
諸
法
実
相
妙
』
等
に
同
様
の
思
考
が
見
え
る
と
し
て

も
、
積
極
的
に
言
え
ば
こ
れ
は
聖
人
の
思
想
体
系
外
の
思
想
で
あ
り
、
消
極
的
に
言
え
ば
少
く
と
も
聖
人
の
正
系
思
想
で
は
な
い
ｏ
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